
総合区素案に関していただいたご質問等の要旨及び副首都推進局の考え方

(9)　設置の日（6件）

件数 副首都推進局の考え方

199 総合区が設置される時期はいつか。 6

・総合区設置の日は、
　〇「住⺠サービスに⽀障がでないこと」
　〇「十分な周知と関係機関との調整期間を確保すること」
　〇「各種システム改修をはじめ、事務執⾏体制の構築が整った後」
を前提として検討した結果、総合区素案では、市会で条例が議決されてから約2年後を⽬途としています。
・ただ、具体的なスケジュールは未定です。
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